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  附属幼稚園又は特別支援学校幼稚部を置く各国立大学法人の長 

 

 

内閣府子ども・子育て本部統括官   

 

文部科学省初等中等教育局長   

 

厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 長   

 

 

 

「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律等の施行に伴う留意事項等について（通知）」

の一部改正について（通知） 

 

 

 「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律等の施行に伴う留意事項等について（通知）」

（令和元年９月１３日付け府子本第４９７号・元文科初第７４５号・子発０９１３第４号内

閣府子ども・子育て本部統括官、文部科学省初等中等教育局長及び厚生労働省子ども家庭局

長連名通知）について、「令和３年の地方からの提案等に関する対応方針」（令和３年 12 月

21 日付け閣議決定）を踏まえ、別紙新旧対照表のとおり改正し、令和４年４月１日から適

用することとしたので通知する。 

各都道府県におかれては、十分御了知の上、貴管内市区町村（指定都市及び中核市を除く。）

に周知するとともに、関係部局及び市区町村と連携の上、その運用に遺漏のないよう配慮願

いたい。 

               殿 
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府子本第４９７号 

元文科初第７４５号 

子発０９１３第４号 

令和元年９月１３日 

 

 

［ 終改正］府子本第４６６号 

３ 文 科 初 第 ２ ６ ９ ６ 号 

子発０３３１第１６号 

令和４年３月３１日 

 

 

各 都 道 府 県 知 事 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会          

各 指 定 都 市 ・ 中 核 市 市 長  殿 

各 指 定 都 市 ・ 中 核 市 教 育 委 員 会 

附属幼稚園又は特別支援学校幼稚部を置く各国立大学法人の長 

 

 

 

内閣府子ども・子育て本部統括官 

（  公  印  省  略  ） 

 

文部科学省初等中等教育局長 

（  公  印  省  略  ） 

 

厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 長 

（  公  印  省  略  ） 

 

 

 

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律等の施行に伴う留意事項等について（通知） 

 

 

このたび、第１９８回通常国会において子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令

和元年法律第７号。以下「改正法」という。）が令和元年５月１０日に成立し、同月１７日

に公布されました。また、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政
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令の整備等及び経過措置に関する政令（令和元年政令第１７号。以下「改正令」という。）

及び子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令（令和元年内閣府令第６号。

以下「改正府令」という。）並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の運営に

関する基準の一部を改正する内閣府令（令和元年内閣府令第８号。以下「改正基準」という。）

が同月３１日に公布されました。これまで改正内容については、都道府県説明会や「幼児教

育・保育の無償化に関するＦＡＱ」の公表等によりお示ししてきたところです。 

これらの施行に際し留意すべき主な事項等は下記のとおりですので、各位におかれては、

十分御了知の上、貴管内の関係者に対して遅滞なく周知するなど、その運用に遺漏のないよ

うお願いします。このほか、改正法による改正後の子ども・子育て支援法（平成２４年法律

第６５号。以下「新法」という。）、改正令第１条の規定による改正後の子ども・子育て支援

法施行令（平成２６年政令第２１３号。以下「新令」という。）及び改正府令による改正後

の子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号。以下「新規則」という。）

並びに改正基準による改正後の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子

ども・子育て支援施設等の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号。以下「新基準」

という。）の運用全般については、ＦＡＱを随時更新するので、ご参照ください。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項の規定に

基づく技術的助言であることを申し添えます。また、条文やＦＡＱ等の関係資料は、内閣府

子ども・子育て本部のホームページに掲載しています。 

 

記 

 

第一 共通事項 

 今般の幼児教育・保育の無償化は、本年１０月 1日に予定される消費税率の引上げによる

財源を活用し、生涯にわたる人格形成やその後の義務教育の基礎を培う幼児教育の重要性と、

子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図るという少子化対策の観点から、幼稚園、保育所

及び認定こども園等の費用の無償化を図るものである。 

これらを利用する小学校就学前子どものうち、満３歳に達する日以後 初の３月３１日を

経過した子ども（通常は３年間を対象。認定こども園、幼稚園及び特別支援学校幼稚部につ

いては、法令上の入園年齢要件及びこれまでの段階的無償化の対象を踏まえ、満３歳に達し、

その後 初の３月３１日までの間にある保育の必要性のない者が教育標準時間の教育・保育

を受ける場合を含む。）については所得制限なしに、それ以外の満３歳に達する日以後 初

の３月３１日までの間にある子どもについては、保護者等が市町村民税世帯非課税者であり、

かつ、保育の必要性のある者を対象とする。 

利用する施設等の種類に応じ、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業については、

現行の子どものための教育・保育給付の拡充により利用者負担上限額を零とするとともに、

特定子ども・子育て支援施設等については、子育てのための施設等利用給付を創設し、その

利用に要する費用の一定額までの施設等利用費を保護者に支給する。 

また、日用品、行事参加費、食材料費、通園送迎費等は、保護者の自己負担を基本としつ
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つ、年収約３６０万円未満相当世帯や多子世帯の第３子以降の子ども等に対する配慮として、

認可施設における副食費の負担の免除（公定価格による加算）又は助成（補足給付事業）の

措置を講ずる。 

 

 

第二 子どものための教育・保育給付関係 

１ 食材料費の取扱い（新基準第１３条第４項第３号関係） 

⑴ 副食費の保護者負担 

満３歳以上教育・保育給付認定子ども（新令第４条第１項に規定する満３歳以上教育・

保育給付認定子どもをいう。以下同じ。）の副食費は、⑵により「副食費徴収免除加算」

の対象となる副食の提供に係る費用を除き、特定教育・保育施設等において、教育・保

育給付認定保護者から支払を受けることができる費用としたこと。具体的な金額の設定

の考え方等については、「幼児教育・保育の無償化に伴う食材料費の取扱いの変更につ

いて」（令和元年６月２７日付け府子本第２１９号・子保発０６２７第１号内閣府子ど

も・子育て本部参事官・厚生労働省子ども家庭局保育課長通知）によること。 

 

⑵ 副食費の徴収免除及び通知 

満３歳以上教育・保育給付認定子どものうち年収３６０万円未満相当世帯の子ども及

び年収３６０万円以上相当世帯の第３子以降に係る副食費については、特定教育・保育

施設等において教育・保育給付認定保護者から支払を受けることができない費用とした

こと（新基準第１３条第４項第３号イ及びロ）。これらに該当する子どもに係る副食費

相当額の費用については、別途、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定

地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額

の算定に関する基準等（平成２７年内閣府告示第４９号）を改正し、公定価格において

「副食費徴収免除加算」を講ずる予定であること。 

また、居住地市町村（特別区を含む。以下同じ。）においては、これらに該当する子ど

もに係る副食費の免除に関し、特定教育・保育施設等（特定保育所を含む。）及び教育・

保育給付認定保護者に対して通知すべきこととしたこと（新規則第７条、附則第３条）。 

なお、教育・保育給付認定保護者及びその同一世帯員が新令第１５条の３第２項に規

定する市町村民税世帯非課税者に準ずる者に該当する場合の副食費についても、「副食

費徴収免除加算」の対象とする予定であり、特定教育・保育施設等における徴収免除及

び市町村による通知は、上記と同じ取扱いとすること。 

これらの取扱いは、公立施設も同様であること。 

 

２ 子どものための教育・保育給付の利用者負担額の切替月（改正令第８条関係） 

利用者負担額の算定の切替えは、本年度に限り、市町村が必要と認める場合、本来の９

月に代えて１０月に行うことができること。その場合、収入の著しい減少を事由とする利

用者負担額の随時減額（新規則第５７条）の活用などにより利用者負担額の切替月の変更
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に伴う影響の緩和に適切に配慮すること。 

 

３ 利用者負担額の減免及び副食費の免除における多子の算定基準（新令第１３条第２項第

３号等関係） 

満３歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額の減免において、負担額算定基準子ども

に企業主導型保育事業の利用者を追加したこと（新令第１３条第２項第３号）。満３歳以

上教育・保育認定子どもに係る副食費の免除についても同じ取扱いとなること（新基準第

１３条第４項第３号ロ）。 

また、満３歳以上教育・保育認定子どもに係る副食費の免除に係る多子の算定基準にお

いて、特別利用教育の場合は幼稚園と同じ基準（小学校第３学年修了前）とし、特別利用

保育の場合は保育所と同じ基準（小学校就学前）としたこと（新基準第３５条第３項又は

第３６条第３項による第１３条第４項第３号ロの読替え）。 

 

 

第三 子育てのための施設等利用給付関係 

１ 施設等利用費 

⑴ 施設等利用費の対象（新法第３０条の１１第１項等関係） 

施設等利用給付認定子どもが特定子ども・子育て支援施設等から特定子ども・子育て

支援を受けたときは、施設等利用給付認定保護者に対し、当該特定子ども・子育て支援

に要した費用について、施設等利用費を一定額まで支給するが、当該費用のうち、特定

費用（日用品、行事参加費、食材料費、通園送迎費等の費用をいう。以下同じ。）は、施

設等利用費の対象外であること（新法第３０条の１１第１項、新規則第２８条の１６）。 

特定子ども・子育て支援提供者においては、施設等利用給付認定保護者から費用の支

払を受ける場合、特定費用の支払のみを受ける場合を除き、施設等利用費の対象となる

利用料の額と対象外となる特定費用の額とを区分して記載した領収証を施設等利用給

付認定保護者に交付すべきこと（新基準第５６条第１項）。 

特定教育・保育施設ではない幼稚園における食事の提供に要する費用については、授

業料（保育料）として一体的に徴収している場合には消費税が非課税とされてきたとこ

ろであるが、当該徴収方法を行っている場合、この取扱いは特定子ども・子育て支援施

設等である幼稚園も同様となること。なお、新基準に基づき交付する領収証においては、

施設等利用費の対象となる利用料に該当する保育料の内数と対象外となる特定費用に

該当する保育料の内数とを区分して記載する必要があることに留意すること。 

 

⑵ 施設等利用費の支給（新法第３０条の１１等関係） 

施設等利用費の支給については、施設等利用給付認定保護者への償還払いのほか、特

定子ども・子育て支援提供者による法定代理受領が認められ（新法第３０条の１１第１

項、第３項及び第４項）、その具体的な方法について、公正かつ適正な支給、施設等利用

給付認定保護者の利便の増進等を勘案し、各市町村で定めること（新規則第２８条の１
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５）。 

償還払いの頻度については、年４回以上支給することが望ましく、初年度については、

遅くとも年度内に１回目の支給を行うこと。２か月以上にわたる施設等利用費をまとめ

て支払う場合でも、１か月ごとに施設等利用費の支給額の算定と上限管理を行う必要が

あること（新法第３０条の１１第２項、新令第１５条の６）。 

法定代理受領を行う場合、施設等利用給付認定保護者の経済的負担の軽減や経理の透

明性確保等を図る観点から、特定子ども・子育て支援施設等において利用料を徴収しな

い、又は利用料と法定代理受領に係る見込額との差額のみを徴収する取扱いを基本とす

ること。その際、特定子ども・子育て支援提供者の収入時期の遅れに伴う影響等も踏ま

えて法定代理受領の時期・頻度を設定することを含め、特定子ども・子育て支援提供者

と十分に協議すること。なお、概算払を行う場合には、必要な規則の整備等に留意する

こと（地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６２条第６号）。 

 

⑶ 施設等利用費の額の算定（新法第３０条の１１第２項等関係） 

施設等利用費の額は、１か月ごとに、施設等利用給付認定子どもの認定区分及び特定

子ども・子育て支援施設等の区分に応じた支給上限月額の範囲内で、当該特定子ども・

子育て支援施設等に係る特定子ども・子育て支援に要した費用（特定費用以外の利用料）

の額を算定すること（新法第３０条の１１第２項、新令第１５条の６、新規則第２８条

の１７）。 

月の途中において特定子ども・子育て支援の利用の開始や終了又は利用する施設等の

変更等の事由があった場合における施設等利用費の月額は、ア・イ・ウに記載のとおり、

その月の平日の日数又はその月の日数を基礎として新令第１５条の６に定める額を日

割りによって計算することとし、特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、以下の

算式を用いる取扱いとすること（新令第２４条の４第２項、新規則５９条の２）。なお、

支給上限額と利用料を比較し、いずれか低い方の金額を支給額としているが、支給上限

額及び利用料の計算は１円単位とし、小数点以下は切り捨てること。 

 

ア 新令第１５条の６第１項又は第２項第１号に定める額の日割り（新法第７条第１０

項第１号から第３号までに掲げる施設） 

（ア）利用の開始に係る施設（変更後の施設） 

２．５７万円※１ × 認定起算日後 初の利用日以降のその月の平日の日数 ÷ 

その月の平日の日数 

※１ 国立の幼稚園にあっては０．８７万円、国立の特別支援学校幼稚部にあって

は０．０４万円（新規則第２８条の１７） 

（イ）利用の終了に係る施設（変更前の施設） 

２．５７万円※2 × 後の利用日までのその月の平日の日数 ÷ その月の平日

の日数 

※２ ※１と同じ。 
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イ 新令第１５条の６第２項第２号に定める額の日割り（新法第７条第１０項第５号に

掲げる事業であって、１月あたりの利用日数が２６日を下回る場合） 

（ア）利用の開始に係る事業所（変更後の事業所） 

４５０円 × 認定起算日以降のその月の預かり保育事業の利用日数 

（イ）利用の終了に係る事業所（変更前の事業所） 

４５０円 × 後の利用日までのその月の預かり保育事業の利用日数 

    ※３ なお、１月あたりの利用日数が２６日以上の場合は、その月の日数を基礎と

した日割りを行う。 

 

ウ 新令第１５条の６第２項第３号に定める額の日割り（新法第７条第１０項第４号に

掲げる施設又は同項第６号から第８号までに掲げる事業） 

（ア）利用の開始に係る施設又は事業所（変更後の施設又は事業所） 

（１．１３万円 × 認定起算日以降のその月の日数 ÷ その月の日数） から 

イ（ア）の額を控除して得た額 

（イ）利用の終了に係る施設又は事業所（変更前の施設又は事業所） 

（１．１３万円 × 転出日までのその月の日数 ÷ その月の日数） から イ

（イ）の額を控除して得た額 

 

２ 施設等利用給付認定 

⑴ 教育・保育給付認定保護者及び企業主導型保育施設の利用者の取扱い（新法第３０条

の４等関係） 

保育認定子どもに係る施設型給付費等（特別利用教育に係る特例施設型給付費を除

く。）を受けている教育・保育給付認定保護者については、施設等利用給付認定を当該保

育認定子どもについて行うことができず（新法第３０条の４）、保育認定子どもに係る

施設型給付費等（特別利用教育に係る特例施設型給付費を除く。）の受給は施設等利用

給付認定の取消事由となること（新法第３０条の９第１項第３号、新令第１５条の５第

３号）。 

また、企業主導型保育施設（新令第１条）については、事業主拠出金により同等の無

償化の措置を講ずることから、施設等利用給付認定を企業主導型保育施設の利用者につ

いて行うことができず（新法第３０条の４、新規則第２８条の１３）、企業主導型保育施

設の利用は施設等利用給付認定の取消事由となること（新法第３０条の９第１項第３号、

新令第１５条の５第４号）。これに伴い、企業主導型保育施設の利用する子どもの保護

者に、居住地市町村に利用施設の名称等を報告する手続を課したこと（新規則第２８条

の１４）。 

 

⑵ 施設等利用給付認定の有効期間（新法第３０条の６等関係） 

施設等利用給付認定の有効期間の始期は、施設等利用給付認定が効力を生じた日又は



 

7 
 

申請をした日以後初めて特定子ども・子育て支援を受けた日のいずれか早い日とし、こ

れを認定起算日とすること（新法第３０条の６、新規則第２８条の５）。 

 

３ 預かり保育事業 

⑴ 預かり保育事業の定義（新法第７条第１０項第５号等関係） 

子育てのための施設等利用給付の支給に係る子ども・子育て支援施設等である預かり

保育事業（新法第７条第１０項第５号に掲げる事業）は、認定こども園、幼稚園又は特

別支援学校幼稚部において、当該施設に在籍する者に対し、教育に係る標準的な一日当

たりの時間及び期間の範囲外において教育・保育を提供する事業であり、新規則第１条

の２に掲げる要件を満たすものについて、一時預かり事業（幼稚園型Ⅰ）、私学助成等の

公費支援の種類や有無にかかわらず、確認を行うべきこと。 

なお、新法における一時預かり事業（新法第７条第１０項第６号に掲げる事業）から

は、上記の預かり保育事業に該当するものは除かれること。 

預かり保育事業については、保育の必要性に鑑みて子育てのための施設等利用給付の

対象とするものであり、満３歳に達する日以後 初の３月３１日を経過した子どもは所

得制限なしに、３月３１日までの間にある子どもは保護者等が市町村民税世帯非課税者

である者に限られること。また、保育の必要性については、預かり保育事業の利用日ご

とに確認するものではなく、施設等利用給付認定を受けていれば、⑵の支給上限月額ま

での利用料が施設等利用費の支給の対象となること。 

 

⑵ 預かり保育事業に係る施設等利用費の支給上限月額（新令第１５条の６第２項第２号

等関係） 

預かり保育事業に係る施設等利用費の支給上限月額は１．１３万円（保護者等が市町

村民税世帯非課税者である満３歳児であって、満３歳に達する日以後 初の３月３１日

までの間にある者は、１．６３万円）であるが、預かり保育事業の利用日数が１月につ

き２６日を下回る場合は、４５０円に当該利用日数を乗じて得た額を支給上限月額とし

て、１⑶により施設等利用費の額を算定すること（新令第１５条の６第２項第２号、新

規則第２８条の１８第１項及び第２項）。 

 

⑶ 預かり保育事業に代わる認可外保育施設等の利用（新令第１５条の６第２項第３号等

関係） 

施設等利用給付認定子どもが在籍する認定こども園、幼稚園又は特別支援学校幼稚部

において、預かり保育事業により提供される教育・保育の量が一定水準を下回る場合（教

育時間を含む平日の預かり保育の提供時間が８時間未満又は年間開所日数が２００日

未満である場合。預かり保育事業を実施していない場合を含む。新規則第２８条の１８

第３項）には、認定こども園、幼稚園又は特別支援学校幼稚部に在籍する施設等利用給

付認定子どもが認可外保育施設等を利用した際に要した費用についても、施設等利用費

の対象となること。その場合、認可外保育施設等に係る施設等利用費の支給上限月額は、
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１．１３万円から預かり保育事業に係る施設等利用費の額を控除して得た額とすること

（新令第１５条の６第２項第３号）。 

なお、確認した特定子ども・子育て支援施設等である預かり保育事業により提供され

る教育・保育の量の状況については、年度計画により新規則第２８条の１８第３項に規

定する水準を満たしているかどうかを判定し、その結果を公示すべきこと（新法第５８

条の１１、新規則第５３条の６第６号）。提供量の状況の変更については、新法第３０条

の３において準用する新法第１４条の規定により特定子ども・子育て支援提供者に報告

を求める取扱いとすることが望ましいこと。都道府県が地域の実情に応じて定めるとこ

ろにより、認可・認定権者が有する指導監督の状況や市町村により確認を受けた預かり

保育事業の状況、市町村が把握した預かり保育事業により提供される教育・保育の量の

状況等を広域的に共有する環境整備を図ることが望ましいこと。 

 

４ 認可外保育施設に係る経過措置（改正法附則第４条関係） 

子育てのための施設等利用給付の支給に係る子ども・子育て支援施設等である認可外保

育施設（新法第７条第１０項第４号に掲げる施設）は、児童福祉法（昭和２２年法律第１

６４号）第５９条の２の規定に基づく届出をした施設で、新規則第１条各号に定める基準

を満たすものをいうこと。ただし、経過措置として、施行後５年間に限り、当該基準を満

たしていなくても子ども・子育て支援施設等とみなすこと（改正法附則第４条第１項）。

当該期間内は、当該子ども・子育て支援施設等（以下、「みなし子ども・子育て支援施設

等」という。）に対し、新規則第１条は適用されないこと（改正法附則第４条第１項の規

定により限定して適用される新法第５８条の４、第５８条の９又は第５８条の１０）。こ

れは、新規則第１条への適合や認可保育施設への移行を支援することを趣旨とするもので

あること。 

また、当該期間において、市町村は、保育の需給状況等を勘案し特に必要があると認め

るときは、条例で定めるところにより、みなし子ども・子育て支援施設等に係る施設等利

用費の支給について、条例で定める基準を満たす施設に限り行うものとすることができる

こと（改正法附則第４条第２項）。これは施設等利用費の支給に係る経過措置であり、み

なし子ども・子育て支援施設等から確認の申請があった場合には、当該条例で定める基準

を満たすかどうかにかかわらず、適法に児童福祉法の届出がなされていれば、確認を行う

必要があり、確認した特定子ども・子育て支援施設等である認可外保育施設が当該条例で

定める基準を満たしているかどうかについても公示すべきこと（新法第５８条の１１、改

正府令附則第４条による読替え後の新規則第５３条の６第７号）。 

なお、条例を定めた市町村に居住する子どもが域外の特定子ども・子育て支援施設等で

ある認可外保育施設を利用している場合には、条例を定めた市町村において当該域外の施

設が当該条例で定める基準を満たしているか否かを把握した上で、基準を満たしている場

合に限り、施設等利用費の支給を行うこと。 

 

５ マイナンバーの利用（改正法附則第１３条関係） 
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施設等利用給付認定を行う際、新法第３０条の４第３号に該当するかどうかを判断する

際に、所得情報についてマイナンバーを利用することができること（改正法附則第１３条）。

ただし、市町村間の情報連携については、データ標準レイアウトの整備を待つ必要があり、

令和３年度以降の利用が想定されていること。 

なお、マイナンバーを利用して同一市町村内で保有する特定個人情報の内部利用（以下

「庁内連携」という。）を行うため、各自治体において庁内連携に係る条例を整備してい

るところであるが、マイナンバー制度創設時に国が示したモデル条例案通りに、行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７

号）別表第２を引用する形で同法別表第１の事務を規定している場合には、当該条例の改

正をせずとも、庁内連携を行って差し支えないこと。 

 

６ 不正受給の防止（新基準第５６条等関係） 

  特定子ども・子育て支援提供者は、当該施設等利用給付認定保護者に対し、領収証及び

特定子ども・子育て支援提供証明書を交付しなければならないこと（新基準第５６条）。

これらの書類は、特定子ども・子育て支援提供者が利用料と特定費用の区分や在籍・利用

関係を証明する資料であり、特定子ども・子育て支援提供者と市町村との信頼関係や施設

等利用費の支給方法等の違いにかかわらず、公正かつ適正な施設等利用費の支給のため各

市町村で共通に活用可能なものであること。 

また、新法第３０条の１１第３項の法定代理受領により市町村から施設等利用費の支払

を受けた特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援施設等である認定こ

ども園、幼稚園及び特別支援学校幼稚部並びに預かり保育事業に係るものを除き、当該市

町村及び当該施設等利用給付認定保護者に対する特定子ども・子育て支援提供証明書を交

付しなければならないこと（新基準第５７条）。これは、当該施設等利用給付認定保護者

が当該子ども・子育て支援施設等の利用料及び利用状況を把握しつつ、支給上限額との差

額分について他の子ども・子育て支援施設等を利用し市町村に対して償還払い請求をすれ

ば、市町村は施設等利用給付認定保護者ごとの支給上限額を管理しているため、特定子ど

も・子育て支援提供者が実際の利用料よりも高い金額について法定代理受領の申請をした

としても、それが不正であると認識できる契機になること。 

 

 

第四 その他 

１ 市町村の条例で定める特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の運営に関する基準

の改正に関する経過措置（改正基準附則第２項関係） 

  新基準においては、第二の１及び３のほか、「支給認定」を「教育・保育給付認定」に

改める等の技術的改正も多数含まれているところ、これらの内容については、施行後１年

間に限り、新法第３４条第２項又は第４６条第２項の市町村の条例改正がなされるまでの

間、新基準を条例で定める基準とみなすこと。この経過措置を利用する市町村においては、

当該期間内に、新基準に従い、又は参酌した改正条例を制定し、施行させる必要があるこ
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と。 

 

２ 質の向上を伴わない理由のない利用料の引上げ防止の基本的考え方 

今般の無償化を契機に、特定教育・保育施設ではない幼稚園や認可外保育施設において、

質の向上を伴わない理由のない利用料の引上げが行われることにより、公費負担により事

業者が利益を得ることにつながることのないよう取り組む必要があること。 

なお、同じ質・量の教育・保育を提供した場合に保護者に支払を求める金額について、

施設等利用給付認定子どもに限り高額な利用料を設定することは、質の向上を伴わない理

由のない利用料の引上げの典型例であり、子どもの保護者の経済的負担の軽減に適切に配

慮するという基本理念に反すると考えられること（新法第２条第２項）。 

このため、国としては以下の対応を行ったところであるが、各自治体においても、保護

者や事業者に対し、丁寧な説明を行うことが望まれること。 

・幼稚園等の関係団体との連携を図り、事業者に対する周知を徹底 

・幼稚園については、利用料等の実態の調査及び把握を行うとともに、保育料を変更する

場合には、変更事由と併せて都道府県へ届出をさせること 

・認可外保育施設については、提供するサービスの内容や額に関する事項に関し、変更の

内容やその理由の掲示を求めるよう省令改正を行い、保護者への説明を行わせること

（平成３１年４月５日付子発０４０５第２号厚生労働省子ども家庭局長通知「児童福祉

法施行規則の一部を改正する省令の公布について」を参照。） 

 

３ 地域における子育て支援のさらなる充実 

利用者負担額の独自軽減に係る地方単独事業を行っている地方公共団体においては、今

般の無償化により、それまで当該地方公共団体が独自に負担していた部分に国・都道府県

（地方財政措置あり）の負担が入り、現在の財政負担は軽減されること。 

今般の無償化が、地方独自の取組と相まって子育て支援の充実につながるようにするこ

とが求められていることを踏まえ、各地方公共団体におかれては、特に、今般の無償化の

実施に伴って本年１０月から経済的負担が増加する世帯が生じることのないよう、当該軽

減される財源負担分を活用して、さらなる子育て支援の充実等に配慮することが望まれる

こと。 
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